
景観形成重点地区の規制の仕組み 

１ 概要 

 

 

 

 

 

２ 景観形成に関する地区指定制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 一般の地区（市全域）と景観形成重点地区の規制の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観形成重点地区は，宇都宮市の顔にふさわしい地区を「宇都宮市景観計画」及び「宇都

宮市景観条例」に基づき，景観形成の方針やルール（色彩，デザイン，緑化など）を定め，重

点的に景観づくりを進める地区指定制度です。 

景観計画区域＝市全域 

Ｂ地区 

Ａ地区

Ｃ地区 
地区ごとに景観づくりのルールを決めることができる。 

【景観形成重点地区】 
宇都宮駅東口地区 H20.10 施行
白沢地区 H24.7 施行 
大通り地区 H25.1 施行 

【景観形成推進地区】 
中里原地区     H22.1 施行

宇都宮の特徴を有し，本市

の顔としてふさわしい地区 

地域の住民自ら積極的に景

観づくりに取り組む地区 

● 景観形成重点地区の特徴 

①全ての建築物等が届出対象となることで，きめ細やかな景観形成が図れる。 

②不適合に対しては，景観審議会の意見を聴き，変更命令等を行うことができる。さらに，変更命令

等に従わない場合には，罰則を適用することができるため，景観形成のルールの担保性が高まる。 

③景観計画に適合する修景工事に対する助成制度がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般の地区（市全域） 

届出対象規模 

建築物 工作物 
高さ 10ｍを超えるもの

建築面積 1,000 ㎡を 

超えるもの（大規模建築

物） 等 

届出・審査の流れ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

届出 
（景観法第１６条） 

景観計画への 
適合審査 

行為の着手 

勧 告 

適合 不適合

助成制度 

 
なし 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観形成重点地区 

届出対象規模 

建築物 工作物
全て 

 

（建築確認が必要なもの） 

 

届出・審査の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定届出 
（景観法第１7 条） 

罰則 
（景観法第１00 条）

景観計画への 
適合審査 

行為の着手 

勧告 
・ 

変更命令等

適合 不適合

助成制度 
建築物 工作物 

魅力ある都市景観づくり 

整備費補助金交付要綱

に基づき助成 

景観形成基準 

大規模建築物等 
の基準 

 

景観形成基準 

大規模建築物等 

の基準 

＋ 

地区の基準 
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